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楽譜情報に基づいた箏曲の音律と音階の分析

出 口 幸 子† 白 井 克 彦††

筆者らは箏曲の楽譜データベースを実現するために，箏曲の旋律分析を行っており，その基礎とし
て必要な音律と音階を規定することができたので報告する．箏曲の音律と音階を規定する文書は存在
しないが，中国雅楽，中国俗楽，日本雅楽を経て箏曲に至っている．本研究では，箏曲譜から作成し
た楽譜情報ファイルの分析から箏曲の音律と音階を規定できることを示し，かつ中国雅楽の理論を適
用できることを示した．本研究の目的は情報処理における対象領域の構造の規定であるので，明確に
定義されている中国雅楽の理論を用いて検討した．音律については，楽譜情報から連続する 2音の音
程を抽出し，半音と全音が出現する音高が限定していることから，半音が生じる 2音間の音程を x，
生じない音程を y，および全音の音程を xy として 1オクターブ中の各音間の音程を決定した．これ
より，1オクターブ中の 12音の具体的な周波数比を求めた．また，このように規定した音律が，中
国雅楽の音律である十二律の理論に適合することを確認した．音階については，中国雅楽の音階であ
る七音音階，および十二律と七音音階を対応付ける均の概念を用いて，箏曲の音階と均を理論的に定
義した．一方，楽譜情報ファイルを調弦の変化する点で分割し，各音高の出現頻度より，均の存在を
確認して，調弦と均との対応を考察し，また，七音音階であることを確認した．

An Analysis of the Temperament and the Scale
of Koto Music based on the Scores

Sachiko Deguchi† and Katsuhiko Shirai††

This paper describes a study on the temperament and the scale of koto music, toward a
research of melody analysis and score database. The temperament and the scale of koto music
are not described on any document, while they are based on Japanese court music, Chinese
traditional music and Chinese court music. This paper shows that they can be defined by
analyzing score data files to satisfy the theory of Chinese court music. We extract intervals
between two notes sequentially from score data files, and show that semitones and whole tones
are used limitedly. We define semitone as “x”, define the interval not used for semitone as “y”,
and define whole tone as “xy”. Therefore the intervals between twelve tones in one octave are
defined. We also calculate the frequency ratios of tones. Next, the temperament of koto music
is certified by the theory of Chinese 12-tone temperament. The scale of koto music is defined
by the theory of Chinese 7-tone scale, and the dependency of scale on temperament is also
determined. We extract notes from score data files, and verify the scale and the dependency
of scale on temperament.

1. は じ め に

筆者らは箏曲の楽譜のデータベース化を検討してお

り，そのための予備調査として旋律分析を行っている．

箏曲は，箏，三弦，および声のパートより構成される

が，本研究では箏部と声部を分析対象とする．また，

流派には山田流と生田流があるが，本研究は山田流を

対象としている．箏曲は元来，口伝で伝承されてきた

が，箏部については江戸時代から普及のために譜が作
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成されていた．明治期以降，譜が整備され，一部の伝

承者により声部（歌）の旋律も記述された．山田流箏

曲では現在，著者が異なる 2種類の譜が用いられてお

り，これらは，箏部においては差異は少ないが，声部

の旋律については，歌に用いられる全音節の 3割に差

異がある2)．一方，山田流箏曲の代表的な伝承者は十

数名いるが，伝承者ごとに歌い方が微妙に異なる．

そこで，箏曲譜のデータベース化の際には，旋律を

共通部分と変形や装飾の許される部分に分離して表現

し，伝承者ごとに異なる記述ができるようにしておく

ことが望ましい．筆者らは，旋律をモデル化するため

に，箏曲の歌の旋律分析を行い，次の結果を得た1),2)．

• 3音旋律に定型的なパターンが存在する．特に音
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図 1 箏曲譜の例
Fig. 1 An example of koto score.

箏部： 1 sha ; 9 ## ; 10 ; 9 ; 8 ; 10 chan ; 10 v ; 10 ; 9 ## ; 5 3 ;

声部： 9 ## no ; 10 o ; 9 ## o ; 10 do ; 9 ## o ; 10 o ; 10 ka ;

図 2 楽譜情報の例
Fig. 2 An example of score data file.

箏部： 62 sha ; 72 ; 74 ; 70 ; 69 ; 74 chan ; 74 v ; 74 ; 72 ; 62 3 ;

声部： 72 no ; 74 o ; 72 o ; 74 do ; 72 o ; 74 o ; 74 ka ;

図 3 楽譜情報を変換した中間データの例
Fig. 3 An example of translation from score data file.

節内の母音の装飾部分（メリスマ）においては，

10パターンが 7～8割を占める．

• 定型パターンの出現する音高が限定している．
この結果から，旋律に音律と音階が影響していると

考えられ，旋律のモデル化の前に音律と音階を規定す

る必要がある．箏曲の音律と音階を規定する文書は存

在しないが，中国雅楽，中国俗楽，日本雅楽を経て箏

曲に至っている．筆者らは，声部について，楽譜情報

の分析から音律と音階を規定でき，かつ中国雅楽の音

律・音階理論を適用できることを示した3)．中国雅楽

に遡った理由は，それが明確に定義されているからで

ある．本研究の目的は歴史の検証ではなく，情報処理

における対象領域の構造の規定である．文献学的な方

法や実音測定では規定できなかった箏曲の音律と音階

を，楽譜情報に基づき情報処理の基本的な手法で分析

して規定し，それが中国雅楽の理論に適合することを

確認した．箏部についても同様に音律と音階を規定し

たので報告する．

2. 楽 譜 情 報

本研究では当面，山田流箏曲をデータベース化の対

象とするため，次に示す 8曲について分析した．

( 1 ) 山田流箏曲の流祖山田検校（1757～1817）の作

品：住吉，桜狩，江の島曲，小督曲，熊野

( 2 ) ( 1 )と同時代の生田流箏曲：四季の眺

( 3 ) 箏曲の始祖八橋検校（1614～1685）の作品：六

段調，四季の曲

いずれの曲も，山田流箏曲の譜を用いた．現在，山田

流で主に用いられている譜は，伊藤および中能島によ

り記述された 2種類の譜である．一部の古曲について

は今井の譜が用いられる．声部の分析では，上記 ( 1 )，

( 2 )の 6曲を対象とし，各曲とも伊藤譜と中能島譜を

使用した4),5)．箏部の分析では，全 8曲を対象とした．

上記 ( 1 )，( 2 )の 6曲および「六段調」については伊

藤譜と中能島譜を使用し4),5)，「四季の曲」については

今井譜を使用した6)．なお，「六段調」は器楽曲であり，

「四季の曲」は声部の旋律が譜に記述されていない．

箏曲の譜は図 1のように記述される（実際の譜とは

異なる）．上の段が箏部で，下の段が声部である．箏

の 13本の弦に壱～十，斗，為，および巾という弦名

が付けられており，それらにより音高が表されている．

最も基本的な調弦である平調子においては，壱から巾

は，それぞれ D4，G3，A3，A3#，D4，D4#，G4，

A4，A4#，D5，D5#，G5，A5に対応している．こ

こで中央 C（五線譜では高音部譜表の下第 1 線上の

ド）を C4とする．弦名の上に付けられた記号∧およ

び∧∧は弦の張力を上げて音を半音および全音上げる

印（変化記号の#）である．図 1の例は平調子である．

箏部の例では，壱（D4）と弐（G3）の弦を同時に弾

き，九（A4#）を全音上げて弾き，十（D5），九，八

（A4）を弾き，十と五（D4）の和音を弾くこと等を表

している．声部の例では，音節 noの最初の音高は九

の全音上で，次に音素 oを音高十および九の全音上で

連続して発声することを表している．他の音節につい

ても同様である．なお，声部の音高は，実際には表記

である弦の音高より 1オクターブ低い．
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図 4 楽譜情報より定めた箏曲の音律
Fig. 4 The temperament of koto music based on the scores.

箏部については，譜から「弦名」，「#記号」，および

「演奏法」をデータ入力した．声部については，譜から

「弦名」，「#記号」，および「音素」をデータ入力した．

一部の譜は小節番号と音価もデータとして入力してい

るが，ここでは省略する．図 1 の譜から作成した楽譜

情報は図 2のようになる．この楽譜情報から分析用の

中間データに変換したものが図 3である．音高は数値

により表現し，中央 Cを 60とした．音程は音高の差

で表し，半音の音程を 1とした．本研究で示すように，

実際の音律は平均律ではないが，分析用にデータをこ

のように表現する．弦名 1（D4）は音高 62，弦名 9

（A4#）は音高 70，弦名 9に##がついたもの（C5）

は音高 72，等と変換される．

3. 音 律

音律については，楽譜情報を用いて，箏曲の音律を

帰納的に規定し，その音律が中国雅楽の音律理論に適

合することを確認した．

3.1 楽譜情報を用いた音律の規定

楽譜情報から変換した中間データを用いて，連続す

る 2音間の音程を，1音ずつずらして抽出した．箏部

では，装飾音の音高が明示されない場合や和音等があ

るが，楽譜情報に記述した音のみを分析の対象とした．

図 3 の箏部のデータからは，10 ; 2 ; −4 ; −1 ; 5 ; 0 ;

0 ; −2 ; −10 ; という音程の列が抽出され，声部の

データからは，2 ; −2 ; 2 ; −2 ; 2 ; 0 ; という音程の

列が抽出される．ここで，2音間の音程は，音高の差

で表現している．これらを音程ごとに分類し，それぞ

れが生じる音高を記録して集計した．上記の声部の例

では，音程 2（全音）は音高 72(C)で 3回出現し，音

程 −2（下行の全音）は音高 74(D)で 2回出現してお

り，Cと Dの間は双方向の音の遷移が生じている．

対象とした全曲について集計した結果を用いて，以

下のように音律を規定した．ここで，音程は，本来の

定義である 2音の周波数比で表す．音 n1と音 n2の

周波数比を f2/f1 = x，音 n2 と音 n3 の周波数比

を f3/f2 = y とすると，音 n1と音 n3の周波数比は

f3/f1 = (f3/f2) ∗ (f2/f1) = yx となる．まず，1

オクターブ中において，半音（上行，下行）が出現す

る音高を調べ，半音が生じている 2音間の音程を x，

生じない 2音間の音程を y とした．次に，全音（上

行，下行）が出現する音高を調べたところ，全音が生

じる音程は xy であり，音程 xx では生じていなかっ

た．なお，演奏者の経験的知識から，演奏に用いられ

る半音と全音はそれぞれ 1種類であり，半音を x，全

音を xy とおくことができる（x と異なる x′ や xy

と異なる xy′ が使われる可能性はない）．これらの分

析から，1 オクターブ中の各音間の音程は，図 4 の

ように決定される．半音の生じる部位は，声部では，

x の部分のみであり例外はなかったが，箏部では，装

飾音等に 0.8%（半音の総数に対する割合）の例外が

あった．全音の生じる部位は，声部・箏部とも例外な

く xy の部分のみであった．他の音程については，短

3度 xyx，長 3度 (xy)2，完全 4度 (xy)2x，および完

全 5度 (xy)3x となり，例外は生じていなかった．増

4度は，(xyx)2 と (xy)3 の 2通りがあった．

1オクターブ中の 12音の具体的な周波数比を次のよ

うに決めた．1オクターブの周波数比は，(xy)5x2 = 2

である．全音，半音ともに整数比であるという演奏者

の経験的知識から，xy = b/a，x = d/c（a，b，c，d

整数）とおく．x2 = 2/(xy)5 より 2a5/b5 = d2/c2 を

満たし，かつ b/a と d/c が全音と半音として適切な

整数 a，b，c，dの組を見つける．式の形から a = 23，

b = 32 とすると，d = 28，c = 35 が得られる．つま

り，全音 xy = 9/8 とすると半音 x = 256/243 が得

られる．半音として使われない音程は y = 2187/2048

となる．9/8は全音として適切な値である．256/243

は平均律の半音 21/12 より小さい．音程 X に対する

セント値 1200 log2X を求めると，ここで得た半音は

90.2セントとなり，平均律の半音 100セントより 10

セント程度低いという経験的知識に適合する．また完

全 5 度 (xy)3x は 3/2 になる．箏曲の調弦法は完全

5度を基本とするため，この音律の正当性が示唆され

る．このほかに適当な整数 a，b，c，dの組は見つか

らない．そこでこの結果を用いて，箏曲の基準音 D

の周波数に対する 1 オクターブ中の各音の周波数比

を求め，図 4 のように箏曲の音律を規定した．なお，

完全 5 度を (xy)3x = 3/2 と仮定すれば，完全 8 度
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図 5 中国雅楽の音律：十二律
Fig. 5 The temperament of Chinese court music.

図 6 中国雅楽の音階：五音音階・七音音階
Fig. 6 The scale of Chinese court music.

(xy)5x2 = 2 と連立させて同じ結果が得られる．

3.2 中国雅楽と箏曲の音律

箏曲の音律は日本雅楽を基にした筑紫箏の音律に基

づき，日本雅楽の音律は中国雅楽を基にした中国俗楽

の音律に基づく．中国雅楽の音律は明確に定義されて

いるので，それを基に箏曲の音律を理論的に考察した．

中国の雅楽律は周の時代に成立し，1オクターブ中

に 12音を定め，十二律と呼ばれる7),8)．三分損益法に

より定められる音律で，ピタゴラス音律と原理は同じ

である．ある音 n1を三分損一：周波数比を 3/2とし

て n2を求め，n2を三分益一：周波数比を 3/4として

（周波数比を 3/2として 1オクターブ下げても同等）

n3を求め，これを繰り返し，順次 n4から n12が求ま

る．これらの各音を音高の順に並べ，各々に律名を対

応させて，図 5 に示す．隣接する 2音間の音程は，x

あるいは y の異なる半音で，その並びは図に示すよ

うになり，x = 256/243，y = 2187/2048 となる．半

音の並びから分かるように，上記の方法で最後に得ら

れた n12を三分益一しても最初の n1に一致しない．

日本雅楽の音律は，日本の奈良朝の頃に渡来した唐

代中国の俗楽律を基に作られたとされるが，日本の十

二律において各音間の音程を文献から推測することは

困難である．また，箏曲の音律は 16世紀頃の日本雅楽

に基づくが，音律の対応を規定した文書は存在しない．

本研究では，図 4に示したように，楽譜情報の分析

を基に，演奏者の経験的知識を参考にして箏曲の音律

を規定した．得られた音程 x と y の値は，中国雅楽

の値と同じである．図 4に示した xと y の並びと図 5

の中国雅楽の音律を比較すると，前者の F#を後者の

黄鐘に対応させると両者は一致する．よって，箏曲の

音律は中国の雅楽律と同じ三分損益で規定されること

が分かる．なお，三分損益の理論のみでは箏曲の音律

を規定できない．箏曲の基準音は Dであるが，Dが

三分損益の起点でなく，F#が起点であることが今回

明らかになった．楽譜情報の分析から半音 x と半音

として使われない音程 y があることが分かり，1オク

ターブ中のそれらの並びが定まったことで箏曲の音律

を決めることが可能となった．

従来，箏曲においては，1オクターブ中の各音間の

音程を記した文書はなく，調弦法が伝わるのみである．

たとえば平調子では，弦の壱の絶対音高を Dに定め

た後，弐を壱の完全 5度下，参を壱の完全 4度下にと

り，四を参の半音上，五を壱と同音，六を五の半音上

にとる．七以降は，弐以降の 1オクターブ上にとる．

この調弦法では 1オクターブ中の 5音間の音程のみ定

まる．実際には 1オクターブ中，7～8音がよく用い

られるので，音律を規定することは演奏上重要な意味

を持つ．また調弦に用いられる半音の音程も明示され

ないので，半音を 256/243と規定することも重要で

ある．なお絶対音高については，現在の基準音 Dの

周波数は江戸時代の基準音の周波数とは正確には一致

しないと考えられるが，本研究の対象とはしない．

4. 音 階

音階は，1オクターブ中で主に用いられる音の組を

定める．音階については，中国雅楽の音階理論を用い

て，箏曲の音階および均を規定し，後に，楽譜情報を

用いて，音階と均を確認した．

4.1 中国雅楽と箏曲の音階および均

音階についても明確に定義されている中国雅楽の理

論を参考にした．ここでは，音階，および音律と音階

を関連付ける均について，理論的な考察をする．

4.1.1 中国雅楽と箏曲の音階

中国雅楽の音階は，三分損益により順次得られる

m1，m2，m3，m4，m5，m6，m7，という音のうち，

最初の 5 音からなる音階を五音音階，次の 2 音を加

えた 7音からなる音階を七音音階とする7),8)．これら

を音高の順に並べて階名を対応させ，2音間の音程を

示すと図 6 のようになる．ここで，w は全音を表し

w = xy = 9/8 であり，半音 x = 256/243 である．

中国雅楽，日本雅楽，および箏曲について，音階を

構成する各音間の音程を図 7に示す．中国雅楽と日本
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［中国雅楽］ 七音音階： w w w x w w x 五音音階： w w wx w wx

［日本雅楽 (呂旋法)］ 七音音階： w w x w w x w 五音音階： w w xw w xw

［日本雅楽 (律旋法)］ 七音音階： w x w w w x w 五音音階： w xw w w xw

［箏曲］ 七音音階： x w w w x w w 五音音階： x ww w x ww

図 7 中国雅楽，日本雅楽，および箏曲の音階
Fig. 7 The scale of Chinese court music, Japanese court music and koto music.

音程 x w w w x w w

D均 音名 D D# F G A A# C D

G均 音名 G G# A# C D D# F G

A均 音名 A A# C D E F G A

C均 音名 C C# D# F G G# A# C

図 8 箏曲の均の例
Fig. 8 The dependency of scale on temperament in koto music.

　 弦名 壱 弐 参 四 五 六 七 八 九 十 斗 為 巾

平調子 音名 D4 G3 A3 A3# D4 D4# G4 A4 A4# D5 D5# G5 A5

雲井調子 音名 D4 G3 G3# C4 D4 D4# G4 G4# C5 D5 D5# G5 A5

図 9 箏曲の調子の例
Fig. 9 Tunings of koto music.

雅楽については五音音階，七音音階とも文献に記して

ある7),8)．箏曲は近世邦楽の 1 種目と見なされるが，

近世邦楽は五音音階（都節音階）が通説であり，各音

間の音程は明記されていない．日本雅楽に基づいた箏

曲の音階の理論的な研究はあるが9)，1オクターブ中

で弦に対応する音が 5音であることから五音音階とし

ている．実際の演奏では 1オクターブ中で弦に対応し

ない 2音は，弦の張力を上げて得られることから，本

研究では箏曲を七音音階とする．図 7 のように，都節

音階を考慮して五音音階を定め，それより七音音階を

定めた．箏曲では日本雅楽に対して音程の並びが意図

的に変えられたと考えられる．

4.1.2 中国雅楽と箏曲の均

ここでは，音律と音階を関連付ける均について説明

する．中国雅楽では，十二律は絶対音高を定め，五音・

七音音階は音階を構成する各音間の音程を規定し，五

音・七音音階の宮（初めの音）を十二律のどの音に位

置付けるかによって，均が決まる7),8)．たとえば，黄

鐘均は黄鐘が宮となり，大呂均は大呂が宮となる．黄

鐘均では五音・七音音階の各音は十二律の音と一致す

るが，大呂均では大呂から三分損益により五音・七音

音階を決めると，一部の音は十二律の音と一致しない．

本研究では先に定めた音律と音階を用いて，同様に

箏曲の均を規定する．箏曲では，音階を構成する 7音

が音律で定められた音に一致する場合を均とする．音

階の初めの音が D，G，A，C，E，Fの場合に，均が

理論的に定まる．均の名称は，その初めの音名を用い

て，D均，G均，等とする．本研究で実際に存在する

と判定された（後述）D 均，G 均，A 均，および C

均について，均を構成する音名と音程を図 8 に示す．

なお，中国雅楽では均で定まる 7音のうち，どの音が

主音になるかで（第 1音～第 7音の 7通り），調が定

められるが，ここでは分析の対象としない．

4.1.3 調弦と均の対応

箏曲の「調子」は主音がどれか（調）を示すのでは

なく，調弦法を指し示す．図 9に平調子と雲井調子に

おける各弦の音高を示した．箏曲では，調弦によって

演奏に用いる音の基本的な組を定めるため，調弦が均

に対応すると考えるのは自然である．調弦法が均に相

当するという理論的な研究はすでにあるが9)，箏曲を

五音音階とし，調弦で定まる弦の音を音階を構成する

5音に対応させており，また，均の定義に必要な音律

を規定していない．筆者らは，先に規定した七音音階

の均について，調弦法から理論的に均を推定したが，

楽譜情報による判定と異なる場合があることが分かっ

た3)．そこで，調弦と均の対応については理論的な考

察をせずに，次節で楽譜情報を用いて検討する．

4.2 楽譜情報を用いた音階と均の確認

楽譜情報ファイルを，調子（調弦）が変わる箇所で

分割し，楽譜情報から変換した中間データを用いて，
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表 1 各音高の出現する割合
Table 1 The rate of each tone.

各音高の出現頻度を調べた．箏部について，伊藤譜 7

曲分と今井譜 1 曲分の結果を表 1 に示す．表の音域

は，主に使用されるC4～A5の範囲である．音の総数

に対する各音の出現回数の割合 [%]を，小数第 1 位

で四捨五入して示している．下線部分は，弦の音と対

応している．なお，箏部については，本手（箏の第 1

パート）のみを対象とし，明記できない装飾音等は省

略した．また，曲の途中に手事部分（器楽部のみ）が

あり，その途中で調弦が変わる場合には，箏部は声部

より曲の分割が多くなる．

4.2.1 楽譜情報を用いた均の確認と調弦との対応

表 1は箏部における各音の出現頻度を示す．均につ

いて以下のように考察した．表の網掛け部分は，均を

構成すると判定した音である．

• 住吉 1では，G, G#, A#, C, D, D#, Fが用い

られており，G均と判定する．1オクターブ中で弦に

対応する音は 5音なので，他の 2音（この例では A#,

F）は弦の張力を上げて得られる．

• 住吉 2の F4以上の音域では，弦の十の音 D5よ

り，九の半音上の C5#の方が出現頻度が 6倍高いた

め，C, C#, D#, F, G, G#, A#が音階を構成すると

して，C均と判定する．このように弦の音が音階を構

成する音にならない場合がある．

• 住吉 2 の F4 以下の音域では，D4 は用いられ，

C4#は用いられないため，(G, G#, A#,) C, D, D#,

Fが音階を構成するとして G均とした．住吉 2全体

では，G-C均と表現する．このように音域により異な

る音の組が用いられる場合がある．

• 桜狩 1では，D, D#, F, G, A, A#, Cが用いら

れ，D均としたが，音階外の音 E5は音階の音 F5よ

り出現頻度が高い．このように，音階から外れる音が

音階を構成する音より出現頻度が高い場合がある．実

際に使われる音は音階により厳密に定められるわけで

はない．あるいは，調弦が同じでも途中で均が変化す

る可能性も考えられる．

• 箏部と声部の相違点は，表 1 の * を記した箇所



648 情報処理学会論文誌 Mar. 2001

である．弦に対応する音の一部は，声部で用いられな

くても箏部では用いられる場合がある．住吉 2および

熊野 1は，声部では C均としたが，箏部で D4が用い

られることを考慮して G-C均（前述）とした．

• 弦の巾の音は平調子で A5であり，雲井調子でも

G5#ではなくA5である．このため，雲井調子の箏部

においては，住吉，小督曲，熊野，等のように A5は

音階から外れても装飾音等に用いられる．

以上の考察から，次のように均を判定した．各曲に

ついて，曲の分割番号，調子，および均を示す．ここ

で，調子の表記は図 9に示した平調子と雲井調子を基

本とし，たとえば，雲井・斗全上は雲井調子で斗の弦

を全音上げることを表す．

住吉 1・3，雲井，G均；

2，雲井・斗全上，G-C均；

桜狩 1，平・四全上，D均；

2，雲井・参半上，G均；

30・32・34，雲井・参半上・巾全半上，G均；

31，雲井・参八半上・巾全半上，A均；

33，雲井・参八半上・巾全半上，D均；

江の島曲 1，雲井，G均；

小督曲 1，雲井・六全上・五半下，C均；

2，雲井，G均；

熊野 1，雲井・六斗全上，G-C均；

2・5，雲井，G均；

3，雲井・八斗半上，A均；

4，雲井・八半上，A-G均；

四季の眺 1，平，D均；

2，平・六斗半上・九全上，A均；

30，平・六斗半上，A均；

31，平，D均；

4，平・六斗半上・七為全下，A均；

六段調 1，平，D均；

四季の曲 1，平，D均；

この結果から，調弦と均は，次に示すようにおおよ

その対応関係があることが分かる．

• 雲井調子は G均，平調子は D均である．

• 雲井調子の変形については，六斗全上および斗全
上は G-C均，六全上・五半下は C均（C-G均），八

斗半上は A均，等である．

• 平調子の変形については，六斗半上，六斗半上・
九全上および六斗半上・七為全下は A均，等である．

4.2.2 楽譜情報を用いた七音音階の確認

表 1の各楽曲部分において，使われる音が最も多い

1オクターブ中で，2.5%（表の 3%）以上出現する音

の数 n，および 0.5%（表の 1%）以上出現する音の数

mを調べた．これを n/mと表し，曲の分割順に示す．

そのうちで音階から外れる音の数を ( )内に示す．

住吉 6/7音； 7(1)/9(2)音； 6/9(2)音；

桜狩 7(1)/9(2)音； 6/6音； 7/9(2)音；

6/7音； 6/6音； 6/6音； 6/6音；

江の島曲 6/9(2)音；

小督曲 7(1)/9(2)音； 6/9(2)音；

熊野 7(1)/9(2)音； 6/7(1)音； 7/7音；

5/5音； 6/7(1)音；

四季の眺 6/7(1)音；8(1)/ 11(4)音； 5/7音；

6/6音； 7(1)/9(2)音；

六段調 6/8(1)音；

四季の曲 6/8(1)音；

弦に対応しない音は，声部で用いられても箏部では

用いられない場合もあるので，ここに示した箏部の結

果は，声部の結果よりも七音音階を支持するものでは

ない．しかし，箏部においても，2.5%以上使用される

音については，熊野 4と四季の眺 30以外はすべて 6

音以上であることから，五音音階とするのは不自然で

ある．たとえば，住吉 1では，F4から E5において，

G，C，Dは 10%以上，Fと G#は 7%，D#は 6%で

あり，Fを除外して五音音階の G 均とするのは無理

がある．他の楽曲部分についても同様であり，箏曲の

音階は基本的に七音音階であると考えられる．

5. お わ り に

本研究では箏曲譜のデータベース化を目的とした旋

律分析に必要な音律と音階を，次のように規定した．

• 楽譜情報から，旋律において連続する 2音間の音

程を抽出して分析し，箏曲の 1オクターブ中の 12

音の間の音程を定め，演奏者の経験的知識を参考

にして，周波数比を求めた．

• 楽譜情報の分析により規定した箏曲の音律が，中
国雅楽の十二律の理論に適合することを確認した．

• 中国雅楽の七音音階および均の理論を用いて，箏
曲の音階と均を理論的に定義した．

• 楽譜情報から各音の音高を抽出して分析し，箏曲
の音階について検証した．均，調弦と均の対応，

および七音音階について確認した．

本研究の目的は情報処理における対象領域の構造の

規定であるので，明確に定義されている中国雅楽の理

論に遡って検討した．本研究により，中国雅楽の理論

の核が，中国俗楽，日本雅楽を経て箏曲に継承されて

いることが示された．また楽譜情報を分析した結果，

音律については例外がきわめて少ないことから，箏曲

で使用される音高および 2音間の遷移に対して，音律
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は厳密な制約になっていることが分かった．箏曲が江

戸時代に検校を中心とする職業者集団により伝承され

てきたことから，絶対音高が用いられており，音律の

厳密性が維持されたと考えられる．それが楽譜に記さ

れ，現在まで保存されたと思われる．一方，音階につ

いては，均と七音音階が確認されたが，音階を構成す

る音以外の音が用いられていることから，音階は強い

制約ではないことが分かった．本研究では山田流の箏

曲譜を使用したが，分析の対象とした曲には，箏曲の

原典といえる「六段調」や生田流箏曲も含まれている

ので，本研究で規定した音律と音階は，箏曲全体（現

代曲を除く）に成立すると考えられる．

本研究の意義は，第 1に，音律と音階を規定するこ

とにより，それを基礎として旋律のモデル化が可能と

なることである．旋律のモデルを応用し，伝承者によ

る旋律の差異が表現できれば，箏曲譜のデータベース

を実現できると考える．本研究は対象領域の構造を規

定する重要性を示した．第 2に，筆者らは将来的に演

奏の録音・録画のデータベース化も検討しており，そ

の際には，ここで規定した本来の音律を用いる予定で

ある．第 3の意義は，伝統音楽の伝承に対する提言で

ある．たとえば，2002年より実施予定の日本伝統楽

器の学校教育において，平均律ではなく本来の音律を

用いることが望まれる．箏曲に限らず，日本伝統音楽

の旋律は本来の音律においてより美しく聞こえると思

われるし，古来の音律による演奏を伝承することは，

文化の多様性を保ち創造の基礎になると考える．
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